
第４回島田市下水道使用料金審議会

令和５年２月13日（月）10時～
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議 題 島田市公共下水道使用料改定について
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１ 使用料改定額（案）

２ 使用料改定時期（案）



本日の説明
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１ 島田市公共下水道事業経営戦略 （一部見直し）

２ 公共下水道事業の経営

３ 島田市の汚水処理２事業

４ 下水道利用状況と使用料改定（案）

５ 算出シミュレーション

６ 今後の流れと使用料改定時期（案）



１ 島田市公共下水道事業経営戦略
（一部見直し）
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１ 島田市公共下水道事業経営戦略
（一部見直し）
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島田市公共下水道整備予定図
（一部拡大）

（現段階では）

管渠整備区域

赤色６２ha

完了目標

令和12年度



１ 島田市公共下水道事業経営戦略
（見直しのポイント）

• (現段階では)赤色の区域を管渠整備区域とし、令和12年度までの整備完了を

目標とする。

• 管渠整備工事費は、令和５年度～12年度で、４億円/年とする。

• 国庫補助金、企業債、一般会計繰入金を経営戦略値から増額。

• 使用料、受益者負担金の年間収入を経営戦略値から減額。

• 使用料改定時期を１年先送り（令和５年度から５年毎→令和６年度から５年毎）

※上水道料金も１年先送り （令和４年４月→令和５年４月改定）
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（第３回のスライドを修正）

経営戦略 投資財政計画（収支計画）のポイント

・今回の料金改定は令和６年４月１日に実施予定。

・見直し計画終了後の令和11年度以降に、次の料金改定。

・20年後も、合併処理浄化槽利用者の維持管理費を上回らない
金額を想定。

・このペースで料金改定を行った場合、一般会計からの総務省
基準外負担金の繰入を行わなくても、今後の建物や設備の更新を
実施（安定的に経営）できる見込み。
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２ 公共下水道事業の経営
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２ 公共下水道事業の経営 「経費回収率」
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平均値 - - - 82.65 82.55

⑤経費回収率(％)
【99.73】

「経費回収率」とは？
下水道使用料で回収すべ

き経費（維持管理費）をど
れだけ賄えているか？を示
す指標。
「独立採算の原則」から、

100%達成が望ましい。

が、全国平均、類似団体
平均を大きく下回る。

全国平均値

類似団体平均値

島田市
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⑥汚水処理原価(円)
【134.98】

２ 公共下水道事業の経営 「汚水処理原価」
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「汚水処理原価」とは？
有収水量１㎥あたりの汚

水処理にかかる経費。
経費が抑制されているこ

とが望ましい。

が、全国平均、類似団体
平均を大きく上回る。

全国平均値

類似団体平均値

類似団体とは？
処理区域内人口３万人以上
同 人口密度25人/ha以上
供用開始年数 15年以上

⇒類似団体数 192団体

島田市



島田市公共下水道事業の目標は？

• 一般会計への依存を抑制することにより、公営企業として経営
状態の健全度を高め、安定的に事業を継続させる。

• 浄化槽利用者との負担均衡を図る。
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２ 公共下水道事業の経営



３ 島田市の汚水処理２事業
（公共下水道と合併浄化槽を比較）
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３ 島田市の汚水処理２事業
(1)し尿・生活排水処理（島田市クリーンセンター）
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・市の一般廃棄物収集・運搬の許可業者が、島田市クリーン

センターへ搬入。

・一般家庭や学校・会社のトイレの汚水や、浄化槽の清掃の

際にバキューム車で汲み取られた汚泥等を、微生物により

処理しきれいな水で河川に放流する中間処理施設。

・毎月約4,000キロリットル程度（25メートルプール約12

杯分）の汚物（し尿）や浄化槽汚泥を処理。



３ 島田市の汚水処理２事業
(1)し尿・生活排水処理（島田市クリーンセンター）
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３ 島田市の汚水処理２事業
(２) ２事業の建設整備費を比較すると…
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処理人口
（A）

処理率 建設整備費
（平成２年度～

令和３年度 )

1人当たり建設費
（A÷B)

公共下水道
（浄化センター）

９,１５２人 約 ９.５％
約109億
９,000万円

約１２０万円

し尿・生活
排水処理

（クリーンセンター）

８７,６１７人 約90.５％ 約 40億円 約４.６万円

令和４年３月末現在 (市人口 ９６，７６９人)



３ 島田市の汚水処理２事業
（3）利用者負担費用の比較 【初期費用】

公共下水道 合併処理浄化槽

初期費用

①宅内配管工事
30.8万円

②受益者負担金
530円/㎡

●受益者負担金報奨金
一括納付で25％減

①浄化槽設置工事
（５人槽）83.7万円

（７人槽）104.3万円
（10人槽）137.5万円

●合併処理浄化槽補助金
新規の場合 15万円

② 法定点検 1.15万円

計
（60坪） 約38.7万円
（80坪） 約4１.3万円

（５人槽）約69.9万円
（７人槽）約90.5万円
（10人槽）約123.7万円
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３ 島田市の汚水処理２事業
（４） 利用者負担費用の比較 【年間維持管理費】

維持管理費

①下水道使用料

（10㎥／月）15,522円／年

（20㎥／月）31,176円／年

（30㎥／月）46,830円／年

①保守点検
8,000～16,000円／年

※12,000円で計算
②清掃（５人槽）62,412円／年

③法定検査 5,800円／年

④電気使用料
（５人槽） 8,541円／年

計
（10㎥／月）15,522円／年
（20㎥／月）31,176円／年
（30㎥／月）46,830円／年

（５人槽）88,753円／年

公共下水道 合併処理浄化槽
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３ 島田市の汚水処理２事業
（５） 利用者負担費用の比較 【設備更新費用】

設備更新
費用

50～80年で
配管・ますを更新

７～15年で機器
（ブロワー等）更新

1.5～５万円

30～50年で浄化槽本体
更新

80～130万円

公共下水道 合併処理浄化槽
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４ 下水道利用状況と使用料改定（案）
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１位 『10㎥まで』 35.7％。

２位 『10㎥を超え20㎥まで』28.3％

合計 64.0％ =小規模世帯

３位 『20㎥を超え30㎥まで』21.1％

21.1％ =中規模（４～５人）世帯

※『100㎥を超える』0.7％と少ない
＝大規模事業所

※ 残り 14.2％は…
＝中小規模事業所

４ 下水道利用状況と使用料改定（案）
(1）令和３年度の接続件数の分析

(単位:㎥)
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４ 下水道利用状況と使用料改定（案）
(2）令和３年度使用料収入割合の分析

１位『20㎥を超え30㎥まで』

3位『100㎥を超える』
…接続件数割合は小さいが、
使用料収入割合は大きい。

５位『10㎥まで』
２位『10㎥を超え20㎥まで』
…件数割合（64.0%）と比較すれば、
使用料収入割合(33.２％)は小さい。

21
(単位:㎥)



４ 下水道利用状況と使用料改定（案）
(3）令和３年度分析の結果（まとめ）

主に想定する
利用形態

有収水量/
月(㎥）

接続件数割合
(％)

料金収入割合
(％)

家
庭
利
用

小規模
世帯

～10 35.7
64.0

13.0
33.2

10～20 28.3 20.2

中・大規模
世帯

20～30 21.1 21.1 24.4 24.4

中小
事業所利用

30～40 8.5
11.6

13.8
20.3

40～50 3.1 6.5

大規模事業
利用

50～100 2.6
3.3

7.5
22.1

100～ 0.7 14.6

22

１

１

2

3

４

５

使用水量の少ない使用料
体系区分（小規模世帯）
の単価を上げても、
収益は大きく上がらない。

現行使用料体系の
『10㎥を超え50㎥
まで』のゾーンで、
単価にメリハリを
つける。

２

３



４ 下水道利用状況と使用料改定（案）
(4）分析結果に基づく使用料改定(案)
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改 定 前 改 定 後 (案) 備 考

基本料金 基本料金 改定

従量制

10㎥まで

10㎥を超え50㎥まで

50㎥を超え100㎥まで

100㎥を超える

従量制

10㎥まで

10㎥を超え20㎥まで

20㎥を超え30㎥まで

30㎥を超え40㎥まで

40㎥を超え50㎥まで

50㎥を超え100㎥まで

100㎥を超える

変更なし

改定

〃

〃

〃

変更なし

変更なし



５ 算出シミュレーション
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５ 算出シミュレーション
(１) 経営戦略の目標である使用料の改定率と改定額（案）

改定率(幅） １２．３％

改定額 １４２．３円
（令和2年度実績 １２6．7円 ）
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５ 算出シミュレーション
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(2)シミュレーション期間

見直し計画に計上されている令和６～令和10年度

⇒同期間の下水道使用料金に近似させて算出。



５ 算出シミュレーション
(3)前提とした供用開始区域内人口、水洗化人口と接続件数
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５ 算出シミュレーション

(4)使用水量区分ごとの有収汚水量シミュレーション
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区 分
有収汚水量予測値(㎥)

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

10㎥まで 94,106 95,783 97,345 98,964 100,526 

10㎥を超え20㎥まで 238,937 243,103 247,270 251,255 255,059 

20㎥を超え30㎥まで 294,985 300,316 305,351 310,090 315,125 

30㎥を超え40㎥まで 163,838 167,139 169,616 172,504 174,981 

40㎥を超え50㎥まで 89,927 91,533 93,139 94,745 96,350 

50㎥を超え60㎥まで 48,915 49,567 50,219 51,524 52,176 

60㎥を超え70㎥まで 25,568 25,568 26,343 26,343 27,117 

70㎥を超え80㎥まで 12,484 12,484 13,375 13,375 13,375 

80㎥を超え90㎥まで 4,993 4,993 4,993 4,993 4,993 

90㎥を超え100㎥まで 4,818 4,818 4,818 4,818 4,818 

100㎥超 191,203 196,371 201,538 201,538 206,706 

合 計 1,169,774 1,191,675 1,214,007 1,230,149 1,251,226 

５年間計 ６，０５６，８３１㎥



５ 算出シミュレーション
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(5)使用料単価の設定(令和６年度以降)

①パターン１…現状使用料のまま

②パターン２ 基本料金のみを一律20％値上げ

③パターン３ 基本料金を、787.10円→800円（1.6％値上げ)

従量料金を、体系ごとに単価値上げ率を変える

→『10㎥まで』 見直し計画値により
調整して値上げ

『10㎥を超え20㎥まで』 10％値上げ

『20㎥以上』 ５％ずつ値上げ



５ 算出シミュレーション
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(5)使用料単価の設定(令和６年度以降)

①パターン１…現状使用料のまま

区 分

単価(税抜)

基本料金(円) 従量制(円/㎥)

10㎥まで 787.10 38.90 

10㎥を超え20㎥まで 787.10 118.60 

20㎥を超え30㎥まで 787.10 118.60 

30㎥を超え40㎥まで 787.10 118.60 

40㎥を超え50㎥まで 787.10 118.60 

50㎥を超え100㎥まで 787.10 126.90 

100㎥超 787.10 135.20 



５ 算出シミュレーション
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(5)使用料単価の設定(令和６年度以降)

②パターン２…基本料金のみを一律20％値上げ

区 分

現状単価(税抜) 単価値上げ率 新単価設定値(税抜)

基本
(円)

従量制
(円/㎥)

基本 従量制
基本
(円)

従量制
(円/㎥)

10㎥まで 787.10 38.90 20.0% 945.00 38.90 

10㎥を超え20㎥まで 787.10 118.60 20.0% 945.00 118.60 

20㎥を超え30㎥まで 787.10 118.60 20.0% 945.00 118.60 

30㎥を超え40㎥まで 787.10 118.60 20.0% 945.00 118.60 

40㎥を超え50㎥まで 787.10 118.60 20.0% 945.00 118.60 

50㎥を超え100㎥まで 787.10 126.90 20.0% 945.00 126.90 

100㎥超 787.10 135.20 20.0% 945.00 135.20 



５ 算出シミュレーション
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(5)使用料単価の設定(令和６年度以降)

③パターン３
基本料金を、787.10円→800円(結果として、1.6％の値上げ)

従量料金を、体系ごとに単価値上げ率を変える
『10㎥を超え20㎥まで』は10％値上げとし、これ以上は5％ずつ値上げ

『10㎥まで』の値上げ率は、見直し計画値により調整

区 分

現状単価 単価値上げ率 新単価設定値

基本
(円)

従量制
(円/㎥)

基本 従量制
基本
(円)

従量制
(円/㎥)

10㎥まで 787.10 38.90 1.6% 7.0% 800.00 42.00 

10㎥を超え20㎥まで 787.10 118.60 1.6% 10.0% 800.00 130.00 

20㎥を超え30㎥まで 787.10 118.60 1.6% 15.0% 800.00 136.00 

30㎥を超え40㎥まで 787.10 118.60 1.6% 20.0% 800.00 142.00 

40㎥を超え50㎥まで 787.10 118.60 1.6% 25.0% 800.00 148.00 

50㎥を超え100㎥まで 787.10 126.90 1.6% 30.0% 800.00 165.00 

100㎥超 787.10 135.20 1.6% 35.0% 800.00 183.00 



５ 算出シミュレーション
(6)見直し計画値との比較①
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・パターン１及びパターン２は、見直し計画値を満足しない。
・パターン３は、見直し計画値を満足する。



・パターン３は令和６～10年度の使用料収入が見直し計画値を上回る。

単位：千円

区 分 令和6年度 令和7年度 令和8年度

パターン1 148,237 151,028 153,863 

パターン2 156,847 159,789 162,772 

パターン3 167,067 170,250 173,499 

見直し計画値 166,651 169,610 172,440 

区 分 令和9年度 令和10年度 合計 見直し計画値との差

パターン1 155,893 158,577 767,598 -94,322 

パターン2 164,946 167,771 812,125 -49,795 

パターン3 175,700 178,776 865,292 3,372

見直し計画値 175,233 177,986 861,920 

５ 算出シミュレーション
(7)見直し計画値との比較①（市の使用料収入）
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５ 算出シミュレーション

(7)見直し計画値との比較②（使用者が負担する使用料）

35注：２ヵ月に１回の徴収＝年間６回支払。年あたりでは６倍となる。



５ 算出シミュレーション

（8）現単価からの改定幅
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（年額）



５ 算出シミュレーション
(9) 使用料改定（案）

改定率(幅） １２．８％ （目標比+0.5％）

改定額 １４２．９円 （目標比 +0.6円）
（現在比+16.2円）

（令和2年度実績 １２6．7円 ）

37



５ 算出シミュレーション （10）一般会計繰入金
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・繰入金は
約22～24百万円
減少する。
↑

基準外繰入金が
減少するため。



５ 算出シミュレーション（11）経費回収率と汚水処理原価
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６ 今後の流れと使用料改定時期(案)
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第５回審議会と市長への答申(令和５年５月ごろまでに)

➡ 使用料条例改定(案)の作成(令和５年６月ごろ)

➡ 市議会定例会での承認(令和５年９月)

➡ 利用者への周知期間(令和５年10月から半年間)

➡ 使用料改定（令和６年４月１日）


